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医療的ケア児の
対応について

医療的ケア児とは
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医療的ケア児とは

⻑期⽋席対策モデル校の取組
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【別紙２】北九州市立学校に在籍する医療的ケア児の状況

〇 特別支援学校 令和３年５月１日

〇 小・中学校

学校名
在籍数
（人）

医療的ケア児数
（人）

学校配置
看護師数（人）

小倉総合特別支援学校 １８２ ２８（ ８） ６

八幡西特別支援学校 ７７ ２３（ ９） ５

総 数 ２５９ ５１（１７） １１
（ ）は訪問教育部

学校種
学校数
（校）

医療的ケア
児在籍校数
（校）

派遣看護師
対応件数
（件）

小学校 １２９ ７ ２

中学校 ６２ １ ０



北九州市立学校に在籍する医療的ケア児の状況
特別支援学校配置看護師

【配置】 教育委員会からの任用及び委託
【業務】〇 対象者への医療的ケアの実施

〇 対象者への介助
〇 教員に対する医療的ケアの研修及び指導・助言
〇 緊急時の医療的な初期対応業務
〇 実施マニュアル等の作成

経管栄養（胃ろう） 気管切開部からの吸引 人工呼吸器の管理

医療的ケア児とは



医療的ケア児支援法の施行
【厚生労働省作成資料】

医療的ケア児支援法の施行



北九州市立学校における課題と今後の方向性

⑴ 出生時から学校卒業
後までの切れ目ない支
援体制

⑵ 医療的ケア児と医療
的ケア児でない子ども
が共に学ぶための支援

⑶ 保護者、家族の負担
軽減

⑷ 障害の重度化、医療
の高度化への対応

⑴ 保健福祉局、子ども家庭局、
医療機関等との連携

⑵ 医療的ケア児の実態や、本人、
保護者の願いを尊重した就学先
の検討と環境整備

⑶ 看護師の適切な配置

⑷ 指導医や専門医専門家の活用

【医療的ケア児支援法の趣旨】 【教育委員会としての施策の方向性】

「特別支援学校のセンター的機能」による医療的ケア児支援

医療的ケアに係る支援体制の更なる充実

特別支援学校配置看護師が、小・中学校を巡回訪問し、医療的ケアが
必要な児童生徒のケアを行ったり、自己管理できている児童生徒の学校
生活の様子を観察し、必要に応じて助言等を行ったりする。

保護者の付添い負担の軽減
【現在】〇 校外学習や宿泊を伴う学習など、

年間１～５回程度の引率を依頼

【今後】〇 特別支援学校配置看護師による
付添いの検討



医療的ケアに係る支援体制の更なる充実

疾病理解や実技向上等
の研修の実施

WEB連携システムの導入

特別支援学校配置看護師の支援体制の強化

学校配置看護師

医師

胃ろう部からの
経管栄養の様子

WEB連携システム 学校 総合療育センター（西部分所）試 行


